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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互接続構造体であって、
　内部に配置された少なくとも１つの導電性充填構造部を有する誘電体材料と、
　前記少なくとも１つの導電性充填構造部を前記誘電体材料から分離する拡散障壁と、
　前記少なくとも１つの導電性充填構造部内に配置され、前記少なくとも１つの導電性充
填構造部の第１の導電性領域を前記少なくとも１つの導電性充填構造部の第２の導電性領
域から少なくとも部分的に分離するエレクトロマイグレーション（ＥＭ）防止ライナと、
を備え、
　前記少なくとも１つの導電性充填構造部および前記ＥＭ防止ライナは、前記誘電体材料
に設けられた開口内に配置され、
　前記第１の導電性領域と前記第２の導電性領域は同じ導電性材料からなり、
　前記ＥＭ防止ライナは、ＴａＮ、Ｒｕ、ＲｕＮ、ＲｕＴａ、ＲｕＴａＮ、Ｉｒ、ＩｒＣ
ｕ、又はＣｏ（Ｗ、Ｂ、Ｐ、Ｍｏ、Ｒｅ）からなり、Ｕ字形の断面形状を有し、前記拡散
障壁の垂直壁の上部にのみ当接し、かつ前記誘電体材料には接していない、相互接続構造
体。
【請求項２】
　前記相互接続構造体は、平坦な表面を有し、当該平坦な表面上に設けられた誘電体キャ
ップ層をさらに備える、請求項１に記載の相互接続構造体。
【請求項３】
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　前記誘電体材料は、ＳｉＯ２、シルセスキオキサン、Ｓｉ、Ｃ、Ｏ及びＨ原子を含むＣ
ドープ酸化物、熱硬化性ポリアリーレンエーテル、又はこれらの多層から構成される、請
求項１に記載の相互接続構造体。
【請求項４】
　前記誘電体材料は、下部相互接続レベルの上に位置する上部相互接続レベルであり、前
記下部相互接続レベルは、内部に埋め込まれた別の導電性構造部を有する別の誘電体材料
を含む、請求項１に記載の相互接続構造体。
【請求項５】
　前記上部相互接続レベル及び前記下部相互接続レベルは、誘電体キャップ層によって部
分的に分離される、請求項４に記載の相互接続構造体。
【請求項６】
　相互接続構造体を製造する方法であって、
　誘電体材料内に少なくとも１つの開口部を設けるステップであって、前記少なくとも１
つの開口部の内壁が拡散障壁で覆われる、ステップと、
　前記少なくとも１つの開口部内に第１の導電性領域を形成するステップと、
　少なくとも前記第１の導電性領域の表面上にエレクトロマイグレーション（ＥＭ）防止
ライナを形成するステップと、
　前記ＥＭ防止ライナ上に、前記少なくとも１つの開口部内の前記第１の導電性領域が形
成されていない部分を充填するように、第２の導電性領域を形成するステップであって、
前記第１及び第２の導電性領域が、前記誘電体材料内に導電性構造部を形成するステップ
と、を含み、
　前記第１の導電性領域と前記第２の導電性領域は同じ導電性材料からなり、
　前記ＥＭ防止ライナは、ＴａＮ、Ｒｕ、ＲｕＮ、ＲｕＴａ、ＲｕＴａＮ、Ｉｒ、ＩｒＣ
ｕ、又はＣｏ（Ｗ、Ｂ、Ｐ、Ｍｏ、Ｒｅ）からなり、Ｕ字形の断面形状を有し、前記拡散
障壁の垂直壁の上部にのみ当接し、かつ前記誘電体材料には接していない、方法。
【請求項７】
　前記第２の導電性領域の形成後の前記相互接続構造体の表面を平坦化するステップと、
　平坦化された前記相互接続構造体の表面上に誘電体キャップ層を形成するステップと、
をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体相互接続構造体及びその製造方法に関する。より具体的には、本発明
は、エレクトロマイグレーション（ＥＭ）防止ライナが誘電体材料の導電性構造部内に存
在する、エレクトロマイグレーション（ＥＭ）に対する向上した信頼度を有する半導体相
互接続構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体デバイスは、半導体基板上に形成された、集積回路（ＩＣ）を形成する
複数の回路を含む。基板の表面上に分布する回路素子を接続するために、信号経路の複雑
なネットワークが通常、経路設定される。デバイス全体にわたるこれらの信号の効率的な
経路設定は、例えば、シングル又はデュアル・ダマシン配線構造のようなマルチレベル又
は多層方式の構成を必要とする。Ｃｕベースの相互接続部の方が、アルミニウム、すなわ
ちＡｌベースの相互接続部と比べて、複雑な半導体チップ上の多数のトランジスタ間によ
り高速の信号伝送をもたらすので、配線構造体は、典型的には銅、すなわちＣｕを含む。
【０００３】
　典型的な相互接続構造体内において、金属ビアは、半導体基板に対して垂直に延び、金
属ラインは、半導体基板に対して平行に延びる。現在のＩＣ製品のチップにおいては、誘
電率が４．０より低い誘電体材料内に金属ライン及び金属ビア（例えば、導電性構造体）
を埋め込むことによって、さらなる信号速度の向上及び隣接した金属ラインおける（「ク
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ロストーク」として知られる）信号の低減が達成されている。
【０００４】
　半導体相互接続構造体において、エレクトロマイグレーション（ＥＭ）が、１つの金属
故障（metalfailure）の機構として特定されている。ＥＭは、超大規模集積（ＶＬＳＩ）
回路についての信頼度に関する最も大きな懸念のうちの１つである。この問題は、プロセ
スを適格なものとするためにプロセス開発期間中に克服される必要があるのみならず、チ
ップの寿命を通して、持続する。高い電流密度によって生じる金属イオンの移動が原因で
、相互接続構造体の金属導体内部にボイドが生成される。
【０００５】
　金属相互接続部内の高速拡散経路は、チップ形成のために用いられる全体的な組み込み
方式及び材料に応じて変化するが、金属／平坦化後の誘電体キャップの界面に沿って移動
するＣｕ原子のような金属原子がＥＭ寿命予測において重要な役割を果たすことが観察さ
れた。ＥＭの初期ボイドは、最初に金属／誘電体キャップの界面において核形成され、そ
の後、相互接続部の底部方向に成長し、これが、最終的には回路不良（circuit dead）開
口（opening）をもたらす。
【０００６】
　図１（Ａ）乃至図１（Ｄ）は、ＥＭ故障の種々の段階における従来技術の相互接続構造
体を表す図である。これらの図面において、参照符号１２は誘電体キャップを示し、参照
符号１０は金属相互接続構造部を示しおり、ＥＭの問題を不明瞭にするのを避けるために
、従来技術の相互接続構造体のその他の全ての構成要素は符号を付けていない。図１（Ａ
）は、初期応力段階である。図１（Ｂ）は、ボイド１４の核形成が金属相互接続構造部１
０／誘電体キャップ１２の界面において開始する時点のものである。図１（Ｃ）は、ボイ
ド１４が導電性構造部１０の底部方向に成長している時点のものであり、図１（Ｄ）は、
ボイド１４の成長が金属相互接続構造部１０を横断し、回路不良開口をもたらす時点のも
のである。
【０００７】
　図２（Ａ）乃至図２（Ｂ）は、応力がかかった相互接続構造体のＳＥＭ画像であり、金
属ライン（Ｍ２）内で発生するボイドを示しており、これは、金属ライン内における物質
移動が金属ラインとその上を覆う誘電体キャップとの界面に沿って生じることを暗示して
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上のことを鑑みて、ＥＭ故障によって引き起こされる回路不良開口（オープン）を回
避する相互接続構造体を提供することが必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　１つの態様において、本発明は、向上したＥＭ信頼度を有する相互接続構造体に関する
。本発明の相互接続構造体は、ＥＭ防止ライナを金属相互接続部内に組み込むことによっ
て、ＥＭ故障により引き起こされる回路不良開口を回避する。本発明の構造体の他の利点
には、突発的なデータ損失の防止及び半導体装置の寿命の向上が含まれる。
【００１０】
　総括的に言えば、本発明の半導体相互接続構造体は、内部に配置された少なくとも１つ
の導電性充填構造部（conductively filled feature）を有する誘電体材料を含み、少な
くとも１つの導電性充填構造部は、少なくとも１つの導電性充填構造部の第１の導電性領
域を少なくとも１つの導電性充填構造部の第２の導電性領域から少なくとも部分的に分離
するエレクトロマイグレーション（ＥＭ）防止ライナを含む。
【００１１】
　１つの実施形態において、少なくとも１つの導電性充填構造部を誘電体材料から分離す
る拡散障壁に当接する「Ｕ字形」のＥＭ防止ライナが設けられる。別の実施形態において
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、「Ｕ字形」ＥＭ防止ライナと拡散障壁との間には空間（スペース）が配置される。さら
に別の実施形態においては、拡散障壁に当接する水平のＥＭライナが設けられる。さらに
別の実施形態において、水平ＥＭライナと拡散障壁との間に空間が存在する。
【００１２】
　本発明の別の態様は、本発明の相互接続構造体を製造する方法に関する。本発明の方法
は、少なくとも１つの開口部を誘電体材料内に設けるステップであって、この少なくとも
１つの開口部が拡散障壁で内部を覆われる（ライニングされる)ステップと、少なくとも
１つの開口部内に第１の導電性領域を形成するステップと、少なくとも第１の導電性領域
の表面上にエレクトロマイグレーション（ＥＭ）防止ライナを形成するステップと、ＥＭ
防止ライナ上に第２の導電性領域を形成するステップであって、第１及び第２の導電性領
域が、誘電体材料内に導電性構造部を形成するステップと、を含む。
【００１３】
　１つの実施形態において、導電性構造部を誘電体材料から分離する拡散障壁に当接する
「Ｕ字形」ＥＭ防止ライナが設けられる。別の実施形態において、「Ｕ字形」ＥＭ防止ラ
イナと拡散障壁との間に空間が配置される。さらに別の実施形態において、拡散障壁に当
接する水平のＥＭライナが設けられる。さらに別の実施形態において、水平ＥＭライナと
拡散障壁との間に空間が存在する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ＥＭ故障によって引き起こされる、従来技術の相互接続構造体における回路不良
開口の形成を示す（断面）図である。
【図２】ＥＭ故障によって引き起こされる、従来技術の相互接続構造体における回路不良
開口の形成を示すＳＥＭ画像である。
【図３】ＥＭ防止ライナを金属構造部内に形成することによって、回路不良開口が回避さ
れる本発明の種々の相互接続構造体の（断面）図である。
【図４】ＥＭ防止ライナを金属構造部内に形成することによって、回路不良開口が回避さ
れる本発明の種々の相互接続構造体の（断面）図である。
【図５】ＥＭ防止ライナを金属構造部内に形成することによって、回路不良開口が回避さ
れる本発明の種々の相互接続構造体の（断面）図である。
【図６】ＥＭ防止ライナを金属構造部内に形成することによって、回路不良開口が回避さ
れる本発明の種々の相互接続構造体の（断面）図である。
【図７】図３に示される構造体を形成するのに用いられる基本的な処理ステップを示す（
断面）図である。
【図８】図３に示される構造体を形成するのに用いられる基本的な処理ステップを示す（
断面）図である。
【図９】図３に示される構造体を形成するのに用いられる基本的な処理ステップを示す（
断面）図である。
【図１０】図３に示される構造体を形成するのに用いられる基本的な処理ステップを示す
（断面）図である。
【図１１】図３に示される構造体を形成するのに用いられる基本的な処理ステップを示す
（断面）図である。
【図１２】図５に示される構造体を形成するのに用いられる中間構造体の（断面）図であ
る。
【図１３】誘電体材料の少なくとも１つの開口部を部分的に充填するのに用いられる非理
想的なボトムアップ堆積プロセスを示す（断面）図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、向上したエレクトロマイグレーション（ＥＭ）に対する向上した信頼度を有
する相互接続構造体及びその形成方法を提供するものであり、これを、以下の考察及び本
出願に添付される図面を参照してより詳細に説明する。本出願の図面は例示の目的のみで
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提供されるものであり、従って、これらの図面は一定の縮尺で描かれているものではない
ことに留意されたい。
【００１６】
　以下の説明において、本発明を完全に理解できるようにするために、詳細な構造、構成
要素、材料、寸法、処理ステップ及び技術といった、多数の具体的な詳細が示されている
。しかしながら、これらの具体的な詳細なしに本発明を実施することができることが当業
者には認識されるであろう。他の例では、本発明を不明瞭にすることを避けるために、周
知の構造又は処理ステップは、詳細には記載されていない。
【００１７】
　層、領域又は基板としての要素が別の要素「の上に(on)」又は「を覆って（over）」あ
ると言われる場合には、それは他の要素の上に直接あるものとすることもできるし、或い
は介在要素が存在してもよいことが理解される。それとは対照的に、要素が別の要素「の
上に直接」又は「直接覆って」あると言われる場合には、介在要素は存在しない。要素が
別の要素に「接続する」又は「結合する」と言われる場合には、それは他の要素に直接接
続され又は結合されてもよく、或いは介在要素が存在してもよいことも理解される。それ
とは対照的に、要素が別の要素に「直接接続する」又は「直接結合する」と言われる場合
には、介在要素は存在しない。
【００１８】
　上述のように、本発明は、向上したＥＭ信頼度を有する相互接続構造体を提供する。本
発明の相互接続構造体は、ＥＭ防止ライナを金属相互接続部に組み込むことによって、Ｅ
Ｍ故障により引き起こされる回路不良開口を回避する。
【００１９】
　図３乃至図６は、本発明の種々の実施形態を示す。具体的には、図３乃至図６は、導電
性材料６４及び６８で充填された誘電体材料５４Ｂの開口部内にＥＭ防止ライナ６６が配
置された、本発明の相互接続構造体を示す。本発明によれば、第２の誘電体材料５４Ｂ内
に、導電性材料６４が第１の導電性領域を形成し、一方、導電性材料６８が第２の導電性
領域を形成する。この第１及び第２の導電性領域が、第２の誘電体材料５４Ｂ内に導電性
構造部を形成する。
【００２０】
　図３は、導電性材料６４及び６８を誘電体材料５４Ｂから分離する拡散障壁５８’に「
Ｕ字形」のＥＭ防止ライナ６６が当接する、本発明の第１の実施形態を示す。図４は、「
Ｕ字形」ＥＭ防止ライナ６６と拡散障壁５８’との間に空間が配置される、第２の実施形
態を示す。図５は、水平のＥＭライナ６６が拡散障壁に当接する第３の実施形態を示し、
一方、図６は、水平ＥＭライナ６６と拡散障壁５８’との間に空間が存在する、本発明の
第４の実施形態を示す。
【００２１】
　ここで、図３に示される半導体相互接続構造体を形成するのに用いられる基本的な処理
ステップを示す、図７乃至図１１を参照する。この実施形態において、「Ｕ字形」のＥＭ
防止ライナ６６は、第２の誘電体材料５４Ｂの少なくとも１つの開口部をライニングする
（内部を覆う）拡散障壁５８’に当接する。具体的には、本発明の方法は、図７に示され
るパターン形成された相互接続構造体５０を準備することから開始する。図７に示される
パターン形成された相互接続構造体５０は、誘電体キャップ層６０によって部分的に分離
された、第１の相互接続レベル５２Ａと第２の相互接続レベル５２Ｂとを含む。
【００２２】
　第１の相互接続レベル５２Ａは、１つ又は複数の半導体デバイスを含む半導体基板の上
方に位置することができ、第１の誘電体材料５４Ａを含む。この第１の誘電体材料５４Ａ
は拡散障壁５８によって第１の誘電体材料５４Ａから分離される少なくとも１つの導電性
構造部５６を有する。第２の相互接続レベル５２Ｂは、内部に位置する少なくとも１つの
開口部を有する第２の誘電体材料５４Ｂを含む。
【００２３】
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　図７において、シングル・ダマシン構造のためのライン開口部６２Ａと、デュアル・ダ
マシン構造のためのビア開口部６３Ａ及びライン開口部６３Ｂが第２の誘電体材料５４Ｂ
内に示されている。これらの種々の開口部が示されてはいるが、本発明は、シングル・ダ
マシンのライン開口部のみが形成される場合にも、又はダマシンのライン及びビア開口部
が形成される場合にも機能する。デュアル・ダマシンのライン及びビア開口部が形成され
る場合には、少なくとも１つの導電性構造部５６の上方に位置する誘電体キャップ層６０
の一部が除去される。
【００２４】
　パターン形成された相互接続構造体５０は、第２の誘電体材料５４Ｂ内に形成された少
なくとも１つの開口部内にも拡散障壁５８’を含む。
【００２５】
　図７に示されるパターン形成された相互接続構造体５０は、シングル・ダマシン又はデ
ュアル・ダマシン・プロセスを含む、当該技術分野において周知の標準的な後工程（ＢＥ
ＯＬ）プロセスを用いて形成される。先にビア開口部を作り、次いでライン開口部を作る
プロセスを用いることもできるし、又は先にライン開口部を作り、次いでビア開口部を作
るプロセスを用いることもできる。
【００２６】
　プロセスは、典型的には、堆積、リソグラフィ、開口部のエッチングと拡散障壁及びそ
の後の導電性材料の充填、及びその後の平坦化を含む。このような相互接続構造体を形成
するための処理の詳細は当業者には周知であるので、本発明を不明瞭にすることを避ける
ために、本明細書において詳細は省略されている。
【００２７】
　パターン形成された相互接続構造体５０の第１の相互接続レベル５２Ａは、基板（本出
願の図面には示されていない）の上に形成することができることに留意されたい。基板は
、図示されていないが、半導体材料、絶縁材料、導電性材料又はこれらのいずれかの組み
合わせを含むことができる。基板が半導体材料からなる場合には、Ｓｉ、ＳｉＧｅ、Ｓｉ
ＧｅＣ、ＳｉＣ、Ｇｅ合金、ＧａＡｓ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ及び他のＩＩＩ／Ｖ族又はＩＩ
／ＶＩ族化合物半導体のような、いずれの半導体を用いることもできる。列挙されたこれ
らのタイプの半導体材料に加えて、本発明は、半導体基板が、例えばＳｉ／ＳｉＧｅ、Ｓ
ｉ／ＳｉＣ、シリコン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ）、又はシリコンゲルマニウム・
オン・インシュレータ（ＳＧＯＩ）のような層状半導体である場合も意図している。
【００２８】
　基板が絶縁材料である場合、絶縁材料は、有機絶縁体、無機絶縁体又は多層を含むそれ
らの組み合わせとすることができる。基板が導電性材料である場合、基板は、例えば、ポ
リＳｉ、元素金属、元素金属の合金、金属シリサイド、金属窒化物又は多層を含むそれら
の組み合わせを含むことができる。基板が半導体材料を含む場合には、例えば相補型金属
酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）デバイスのような１つ又は複数の半導体デバイスをその上に形
成することができる。基板が絶縁材料と導電性材料との組み合わせを含む場合には、基板
は、多層相互接続構造体の第１の相互接続レベルを表すことができる。
【００２９】
　第１の誘電体材料５４Ａ及び第２の誘電体材料５４Ｂは、同じ又は異なる材料とするこ
とができ、無機誘電体又は有機誘電体を含むいかなる層間（interlevel）又は層内（intr
alevel）誘電体も含む。第１及び第２の誘電体材料５４Ａ及び５４Ｂはそれぞれ、多孔質
又は非多孔質とすることができる。第１及び第２の誘電体材料５４Ａ及び５４Ｂとして用
いることができる適切な誘電体の幾つかの例には、これらに限定されるものではないが、
ＳｉＯ２、シルセスキオキサン、Ｓｉ、Ｃ、Ｏ及びＨ原子を含むＣドープ酸化物（すなわ
ち、オルガノシリケート）、熱硬化性ポリアリーレンエーテル、又はそれらの多層が含ま
れる。「ポリアリーレン」という用語は、本出願においては、結合、縮合環、又は、例え
ば、酸素、硫黄、スルホン、スルホキシド、カルボニル等のような不活性結合基によって
互いに結合された、アリール部分又は不活性に置換されたアリール部分を表すために用い
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られる。
【００３０】
　第１及び第２の誘電体材料５４Ａ及び５４Ｂは、それぞれ典型的には約４．０又はそれ
以下の誘電率を有し、約２．８又はそれ以下の誘電率がさらに典型的である。本明細書に
おいて言及される全ての誘電率は、特に断りのない限り、真空に対しての誘電率である。
これらの誘電体は、一般に、４．０より高い誘電率を有する誘電体材料と比較して、寄生
クロストークがより低い。誘電体材料の厚さは、用いられる誘電体材料、並びに第１及び
第２の誘電体材料内の誘電体層の正確な数に応じて異なり得る。典型的には、通常の相互
接続構造体については、第１の誘電体材料５４Ａ及び第２の誘電体材料５４Ｂは、各々が
約５０ｎｍから約１０００ｎｍまでの厚さを有する。
【００３１】
　拡散障壁５８及び５８’は、同じ又は異なる材料とすることができ、Ｔａ、ＴａＮ、Ｔ
ｉ、ＴｉＮ、Ｒｕ、ＲｕＮ、ＲｕＴａ、ＲｕＴａＮ、Ｗ、ＷＮ、又は任意の他の材料を含
み、これらの材料は、導電性材料がそれを通って拡散することを防止する障壁として機能
することができる。拡散障壁５８及び５８’の厚さは、用いられる堆積プロセス、並びに
用いられる材料に応じて異なり得る。典型的には、拡散障壁５８及び５８’は、各々が約
４ｎｍから約４０ｎｍまでの厚さを有し、約７ｎｍから約２０ｎｍまでの厚さがより典型
的である。
【００３２】
　導電性構造部５６を形成するのに用いられる導電性材料には、例えば、ポリＳｉ、導電
性金属、少なくとも１つの導電性金属を含む合金、導電性金属シリサイド又はそれらの組
み合わせが含まれる。好ましくは、少なくとも１つの導電性構造部５６を形成するために
用いられる導電性材料は、Ｃｕ、Ｗ又はＡｌのような導電性金属であり、Ｃｕ又はＣｕ合
金（ＡｌＣｕ等）が、本発明においては極めて好ましい。
【００３３】
　第２の相互接続レベル５２Ｂを第１の相互接続レベル５２Ａから少なくとも部分的に分
離する誘電体キャップ層６０は、例えば、ＳｉＣ、Ｓｉ４ＮＨ３、ＳｉＯ２、炭素ドープ
酸化物、窒素及び水素ドープ炭化ケイ素ＳｉＣ（Ｎ，Ｈ）又はこれらの多層のような、い
ずれかの適切な誘電体キャップ材料を含む。誘電体キャップ層６０の厚さは、それを形成
するのに用いられる技術、並びに層の材料組成に応じて異なり得る。典型的には、誘電体
キャップ層６０は約１５ｎｍから約１００ｎｍまでの厚さを有し、約２５ｎｍから約４５
ｎｍまでの厚さがより典型的である。
【００３４】
　図７に示されるパターン形成された相互接続構造体５０を準備した後に、導電性材料６
４（上部相互接続レベル５２Ｂの第１の導電性領域を形成する）が、第２の誘電体材料５
４Ｂ内の少なくとも１つの開口部（ビア及び／又はライン開口部）内に部分的に形成され
る。導電性材料６４は、少なくとも１つの導電性構造部５６について上記で定義した材料
と同じ又は異なる導電性材料を含むことができる。好ましくは、導電性材料６４は、Ｃｕ
、Ｗ又はＡｌであり、Ｃｕ又はＣｕ合金（ＡｌＣｕ等）が、本発明においてはより好まし
い。導電性材料６４は、第２の誘電体材料５４Ｂ内の少なくとも１つの開口部を部分的に
充填することによって、或いは少なくとも１つの開口部を完全に充填し、次いで第２の誘
電体材料５４Ｂの上面より下のレベルまで導電性材料を凹ませることによって形成するこ
とができる。化学気相成長法（ＣＶＤ）、プラズマ増強化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ）、
スパッタリング、化学溶液堆積法、又は少なくとも１つの開口部を底部（ボトム）から上
方向に向かって充填するめっき法を含む、いずれかの従来の堆積プロセスを用いることが
できる。ボトムアップめっきプロセスを用いることが好ましい。
【００３５】
　陥凹ステップが用いられる場合には、導電性材料６４の一部を選択的に除去するエッチ
ング・プロセスを用いて、第２の誘電体材料５４Ｂ内の少なくとも１つの開口部の部分的
な充填が提供される。図８においては、理想的なボトムアップ充填が示されていることに
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留意されたい。「理想的な」とは、充填が主として開口部の下部から上方向に向かって生
じることを意味している。
【００３６】
　ここで、図８に示される構造体の全ての露出面（水平及び垂直を含む）上にＥＭ防止ラ
イナ６６が形成された後の構造体を示す図９を参照する。ＥＭ防止ライナ６６は、Ｔａ、
ＴａＮ、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ｒｕ、ＲｕＮ、ＲｕＴａ、ＲｕＴａＮ、Ｉｒ、ＩｒＣｕ、Ｃｏ（
Ｗ，Ｂ，Ｐ，Ｍｏ，Ｒｅ）、又はＥＭ故障を防止することができる任意の同様の材料を含
む。図９に示される実施形態において、ＥＭ防止ライナ６６は、例えばＣＶＤ及びスパッ
タリングのような、無指向性堆積プロセスを用いて形成される。ＥＭ防止ライナ６６は、
典型的には約１ｎｍから約２０ｎｍまでの厚さを有し、約２ｎｍから約８ｎｍまでの厚さ
がより典型的である。
【００３７】
　本発明の別の実施形態において、ＥＭ防止ライナ６６は、ＥＭ防止ライナを構造体の１
つの水平面上のみに選択的に堆積させる指向性堆積プロセスを用いて形成することができ
る。本発明のこの実施形態は、例えば、図１２に示される。本発明のこの実施形態は、触
媒めっきプロセスも含むことに留意されたい。このプロセスにおいて、ＥＭ防止ライナ６
６が導電性材料６４の露出された水平面上のみに形成される。そのような実施形態（図示
せず）においては、ＥＭ防止ライナは、第２の誘電体材料５４Ｂ上には形成されない。Ｅ
Ｍ防止ライナ６６の指向性堆積は、例えば図５及び図６に示される相互接続構造体、すな
わち第２の誘電体材料５４Ｂの導電性充填された開口部内に水平ＥＭ防止ライナを形成す
るのに用いられる。
【００３８】
　理解しやすいように、残りの処理ステップは、図９に示される構造体を用いる。このよ
うな例示が提供されているが、以下の処理ステップは、本発明のその他の実施形態にも適
用される。
【００３９】
　次に、図１０に示されるように、導電性材料６４と同じ又は異なる、好ましくは同じ導
体を含むことができる付加的な導電性材料６８が形成される。図１０に示される構造体を
形成するために、いずれかの従来の堆積プロセスを用いることができる。導電性材料６８
は、上部相互接続レベル５２Ｂの第２の導電性領域を形成することに留意されたい。
【００４０】
　図１１は、付加的な導電性材料６８をその上面が第２の誘電体材料５４Ｂの上面と実質
的に同一平面となるように平坦化した後の構造体を示す。この平坦化ステップの間に第２
の誘電体材料５４Ｂの上に位置するＥＭ防止ライナはいずれも除去されることに留意され
たい。平坦化は、化学的機械的研磨及び／又は研削によって達成することができる。
【００４１】
　平坦化後に、第２の誘電体キャップ層６０’が、図３に示される構造体を提供するよう
に図１１に示される構造体上に形成される。第２の誘電体キャップ層６０’は、第１の誘
電体キャップ層６０と同じ又は異なる材料から構成されるものとすることができる。
【００４２】
　本発明の別の実施形態において、第２の誘電体材料５４Ｂ内の少なくとも１つの開口部
を部分的に充填するときに、導電性材料６４の非理想的な堆積が生じる。この実施形態は
、まず、図７に示されるパターン形成された相互接続構造体５０を準備することから開始
する。次に、導電性材料６４の非理想的な堆積が生じて、例えば、図１３に示される構造
体を提供する。非理想的な堆積が生じる場合には、第２の誘電体材料５４Ｂの少なくとも
１つの開口部のパターン形成された垂直壁に近接する部分もまた、導電性材料６４を含む
。従って、この実施形態は理想的なボトムアップ堆積ではない。この非理想的な堆積は、
多くの場合に生じる。
【００４３】
　図１３に示される構造体の形成に続いて、図５及び図６に示される構造体を形成するた
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【００４４】
　上述のように、本発明は、ＥＭ防止ライナを金属相互接続部に組み込むことによって、
向上したＥＭ信頼度を有する相互接続構造体を提供する。本発明の他の利点には、突発的
なデータ損失の防止及び半導体装置の寿命の向上が含まれる。
【００４５】
　上記のことに加えて、本発明の相互接続構造体の別の利点は、第２の誘電体材料５４Ｂ
内の導電性構造部とその上を覆う誘電体キャップ層６０’との間の脆弱な界面が回避され
ることである。また、本発明の構造体は、従来技術の相互接続構造体よりも上手く応力を
調節することができる。
【００４６】
　本発明を、その好ましい実施形態に関して具体的に示し、説明してきたが、当業者であ
れば、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、形態及び詳細において上記の及び他
の変更を行うことができることを理解するであろう。従って、本発明は、説明され、図示
されたそのままの形態及び詳細に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲内に含
まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明は、半導体構造体の製造において、より具体的には、ＶＬＳＩチップに必須のデ
バイス及び回路の設計及び製造の分野において、産業上の利用可能性を見出すものである
。
【符号の説明】
【００４８】
５０：相互接続構造体
５２Ａ：第１の接続レベル
５２Ｂ：第２の接続レベル
５４Ａ：第１の誘電体材料
５４Ｂ：第２の誘電体材料
５６：導電体構造部
５８、５８’：拡散障壁
６０、６０’：誘電体キャップ層
６４、６８：導電性材料
６６：ＥＭ防止ライナ
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